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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の 
整備に関する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備等に関する 

省令の制定について 

 

 

１．改正の背景 

 成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づく

措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人又

は被保佐人であることを理由に不当に差別されないよう、各法律において定

められている成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条項その他の権利の制限

に係る措置の適正化等を図るため、環境省所管法令に係る欠格事由等につい

ての改正を盛り込んだ成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第37号。以下「一括

整備法」という。）が、第198回国会において可決・成立し、令和元年６月14

日に公布された。 

同法による改正後の環境省所管法令の施行に伴い、関係省令について所用

の改正を行う。 

 

２．改正の概要 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成 18年環境省令第１号）の一

部改正に係る内容は以下のとおり。 

○一括整備法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年

法律 105号)第 12条第１項第１号に規定する「心身の故障によりその業務

を適正に行うことができない者として環境省令で定める者」として、「精

神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断

及び意思疎通を適切に行うことができない者」を規定する。 

○一括整備法による動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴う号ズレ

を整備する。 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

令和元年９月中旬  公布 

令和元年 12月 14日 施行（一括整備法の施行日） 
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化
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を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
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令
和
元
年
六
月
十
四
日
法
律
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三
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七
号
）（
抄
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第
十
一
章 

環
境
省
関
係
（
第
百
六
十
六
条
―
第
百
七
十
三
条
） 

 

（
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
百
七
十
条 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

心
身
の
故
障
に
よ
り
そ
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
者 

第
十
二
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者 

第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
三
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
」
を
「
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
」
に
改
め 

る
。 

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
七
号
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号 

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

第
三
条
～
（
中
略
）
～
第
百
七
十
条
～
（
中
略
）
ま
で
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日 

 


